
◆建築基準法第４３条第２項第１号認定申請書の添付書類 

（下関市建築基準法施行細則第２９条） 

認 定 の 区 分 書           類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第４３条第２項第１号認定 

① 付近見取図（申請地朱囲い）、配置図（申請地朱囲い、

雨水・汚水排水処理記入）、各階平面図（既存平面図含

む）、立面図（２面以上） 

② 敷地の断面図（２箇所）、写真（対象通路及び敷地全景） 

③ 認定を必要とする理由書 

④ その他市長が必要であると認める書類 

【書類関係】 

◇土地登記簿謄本 

・申請地、通路部分（全部事項証明書の原本） 

・申請日以前３ヶ月以内のもの 

◇建物登記簿謄本 

・既存建物がある場合は必要 

・申請日以前３ヶ月以内のもの 

◇通行協議書 

・省令第１０条の３第１項第１号に該当の場合 

・増築、現居住者による建替えの場合は不要 

◇通行同意書 

・省令第１０条の３第１項第２号に該当の場合 

・増築、現居住者による建替えの場合は不要 

◇委任状 

【図面関係】 

 ◇公図の写し（字図） 

 ・申請地朱囲い 

・申請地と通路部分の所有者、地目記入 

・申請日以前３ヶ月以内のもの 

 ◇求積図、求積表 

・敷地、建物（既存建物含む） 

◇道の図面 

・省令第１０条の３第１項第２号に該当の場合 

・平面図、縦横断図、排水計画図、求積図 

※ 正・副２部提出（仮受付：１部で可） 

※ 認定までの流れ（仮受付：約２週間⇒本受付：約１週間（手数料２７,０００円）⇒認定） 


